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東北運輸局物流関連法の概要 【令和６年５月１５日公布】

令和７年４月１日施行

令和８年４月１日施行

令和７年４月１日施行

令和７年４月１日施行
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改正物流効率化法のポイント 【令和７年４月１日施行分】
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改正物流効率化法のポイント 【令和８年４月１日施行分】
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改正貨物自動車運送事業法のポイント【令和７年４月１日施行】

【多重下請構造のイメージ】 【他のトラック事業者を利用して運送することがあるか】 【他のトラック事業者に委託する際の下請金額は、
請け負った金額の概ね何％か】

（令和４年度末に国土交通省が実施した貨物自動車運送事業者を対象としたアンケート調査より）
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※調査対象としている下請行為は元請けから1次下請け、1次下請けから2次下請け等のケースを含む。

物流業界の多重下請構造の是正に向けた取組につなげるとともに、実運送事業者の適正運賃収受を図る。

真荷主 元請事業者

１次下請け

２次下請け…

n次下請け
（実運送事業者）

① 運送契約締結時に、提供する役務の内容やその対価（附帯業務料、燃料サーチャージ等を含む。）等について
記載した書面の交付を義務付け＊。 【法第12条、第24条第２項・第３項関係】

② 利用運送を行うときに委託先への発注適正化（健全化措置）について努力義務＊を課すとともに、一定規模以上の
事業者に対し、健全化措置に関する運送利用管理規程の作成・運送利用管理者の選任を義務付け。
【法第24条第１項、法第24条の２～第24条の４関係】

③ 元請事業者に対し、実運送事業者の名称や請負階層等を記載した実運送体制管理簿の作成を義務付け。また、各
事業者に対し、実運送体制管理簿の作成に必要な情報の通知を義務付け。 【法第24条の５関係】

＊ 下請関係に入る利用運送事業者にも適用。
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○ ドライバーの担い手不足により、何もしなければ2030年には輸送能力が34％不足
○ 物流は国民生活及び経済活動の基盤であり、エッセンシャルワーカーであるトラックドライバーの経済的社会的地位の向上等によ
り、我が国の物流の持続可能性の確保及び国民経済の健全な発展を図るため、トラックドライバーの適切な賃金の確保とトラック
運送業界の質の向上等を目的として、貨物自動車運送事業法を改正するとともに、それを担保するための新法を制定。

１．許可の更新制度の導入
トラック運送事業の許可について、５年ごとの更新制を導入

２．「適正原価」を下回る運賃及び料金の制限
トラック運送事業者は、自ら貨物を運ぶときや、他の事業者
に運送を委託するときは、国土交通大臣が定める「適正原
価」を継続して下回らないことを確保

１．基本方針の策定
（１）体制の整備
①許可の更新事務及び②事業適正化支援等を適切・
効率的に実施できるよう独立行政法人に行わせる等必要
な体制を整備
（２）財源の確保等
上記業務の実施に必要な費用を確保できるよう、 ⑴①に
ついて更新手数料等によるほか、⑴②について広く社会で
支える観点から財源措置を検討

２．法制上の措置等
政府は基本方針に基づき、必要な法制上の措置等を本
法律の施行後３年以内を目途として講じる

３．物流政策推進会議
政府は、物流に関する施策の総合的かつ集中的な推進を
図るため、物流政策推進会議を設置
推進会議の下に、連絡調整を行うための関係者会議を設
置

貨物自動車運送事業法の一部改正 貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備
等の推進に関する法律

担
保

（※）貨物利用運送事業者についても同様に規制
（※）適正原価を支払わない荷主については、違反原因行為に該当するものと

して是正指導を実施
（※）標準的運賃については廃止

３．委託次数の制限
トラック運送事業者及び貨物利用運送事業者は、元請と

して運送を引き受ける場合、再委託の回数を二回以内に制
限するよう努力義務化
４．違法な「白トラ」に係る荷主等の取締り
許可や届出なく有償で運送行為を行うトラック（いわゆる
「白トラ」）の利用を禁止（罰則付）荷主等に対しては是
正指導も実施
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トラック適正化二法の概要 【令和７年６月１１日公布】



東北運輸局

8

【貨物自動車運送事業法】

施 行 施 行
（令和7年6月11日）

公 布

○委託次数の制限
○違法な白トラに係る
荷主等の取締

○書面交付義務等の
利用運送事業者への適用

１年以内

○許可基準追加、許可更新制度
○適正原価の遵守義務
○労働者処遇確保義務

３年以内 ２年（経過措置）

適正原価の
告示

更新の申請及び審査の開始
（５年めどで一巡）

【貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律】

（令和7年6月11日）
公 布

３年以内

即日施行

政府は基本方針に基づき、必要な法制上の
措置等を３年以内を目途として講じる

トラック適正化二法の施行時期
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（令和8年4月1日）
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書面交付義務・実運送体制管理簿の作成義務の対象者が「利用運送事業者」へも拡大１
☞ 元請としてトラックを利用する貨物利用運送事業者にも、書面交付義務や実運送体制管理簿の作成義務が課されます。

委託回数の制限２
☞ 元請事業者に対して、再委託の回数を２回までに
制限する努力義務が課されます。

白トラ利用の罰則強化３
☞ いわゆる白トラに貨物の運送を委託した荷主等は新たに処罰の対象になります。

・100万円以下の罰金
・「トラック・物流Gメン」による是正指導の対象

注： 自家用自動車による運送について、自己の生業と密接不可分でその業務過程の中に包摂され、
独立性を有しないものである場合等（自らの販売・製造・修理等のために行う物品の運送）は許可不
要です。

改正貨物自動車運送事業法のポイント 【令和８年４月１日施行分】
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下請法から中小受託取引適正化法（取適法）へ 【令和８年１月１日施行】

【出典】公正取引委員会資料（令和７年６月）
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下請法の改正事項の概要
【出典】公正取引委員会資料（令和７年６月）
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下請法の改正事項の概要

【出典】公正取引委員会資料（令和７年６月）
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下請法の改正事項の概要

【出典】公正取引委員会資料（令和７年６月）
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下請法の改正事項の概要

【出典】公正取引委員会資料（令和７年６月）
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下請法の改正事項の概要

【出典】公正取引委員会資料（令和７年６月）
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○トラック事業者が自社の適正な運賃を算出し、荷主との運賃交渉に臨むにあたっての参考指標として、 「標準的運賃」 制度を創設
（令和2年4月告示）。
○実運送事業者に正当な対価が支払われるよう、令和5年中に所要の見直しを図るため、「標準的な運賃・標準運送約款の見直しに
向けた検討会」（※）を設置し、論点整理と方向性について議論を行い、令和６年３月２２日公布・同年６月１日施行。
（※）行政機関（国土交通省、経済産業省、農林水産省等）、学識経験者、荷主団体、物流事業者団体等

標準的運賃・標準運送約款

○・急激な物価高騰を乗り越え持続的な構造的賃上げを実現するためには、雇用の７割を占める中小企業がその原資を確保できる
取引環境を整備することが必要。
→令和5年11月29日に内閣官房及び公正取引委員会の連名で「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」を策定

※価格交渉において、発注者が労務費上昇の理由の説明や根拠資料の提出を求める場合や、受注者が労務費の上
昇傾向を示す根拠資料の例として、「標準的な運賃」が明記されている。

【参考】公正取引委員会ＨＰ https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/romuhitenka.html

労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針

適正運賃の収受に向けて

標準的運賃の届出状況（令和７年１２月末現在）

山形県内における標準的運賃の届出状況

【参考】全国平均：６４．５％ 東北平均： ６４．５％

➤ ７５．０％（全364事業者のうち、２７３者が届出済）
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○パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化の取組について（令和３年12月27日付 閣議了解）
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/pdf/partnership_torikumi_set.pdf

○「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」に関する公正取引委員会の取組
https://www.jftc.go.jp/partnership_package/index.html

○下請取引適正化、価格交渉・価格転嫁に関する中小企業庁の取組
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/index.html#tenka_torihiki_tekiseika

○パートナーシップ構築宣言
https://www.biz-partnership.jp/

○燃料油価格引下げ措置
https://nenryo-teigakuhikisage.go.jp/

○物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
https://www.chisou.go.jp/tiiki/rinjikoufukin/juutenshien.html

○労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針（令和５年11月29日）
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/romuhitenka.html

参考情報
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荷主への是正指導指針の策定（Ｒ７．１０）

〇トラック・物流Ｇメンによる是正指導の透明性や公平性の確保
〇貨物自動車運送事業者、倉庫業者及び荷主・元請事業者等からの理解・協力の推進
〇荷主・元請事業者等の違反原因行為に関する積極的な情報提供の促進
〇指導指針に記載された内容を踏まえた商慣行の見直しなど、荷主・元請事業者等の自主的な取組みの促進

名称等 「貨物自動車運送事業法附則第１条の２に基づく荷主への是正指導指針」

https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001913224.pdf

目的

是正指導指針の考え方（抜粋） ※長時間の荷待ち

☛ トラック・物流Gメンの是正指導の基準や手続き等について、行政手続法に基づく行政指導指針として制定し、公表

＜荷待ち時間の起点＞
・指定時間が無い場合は、到着した時間（到着後、速やかに受付を行う場合はその時間）
・指定時間がある場合には、基本的には指定された時間からとなる（早着、定時着の場合）が、遅れた場合にはその後の受付で指定した時間から
＜荷待ち時間の終点＞
・「荷役等の開始時間」まで（荷主のフォークマン等が荷役作業を行っている際のドライバーの待ち時間は荷待ちに含まれない）

○荷主都合による、１時間以上の荷待ち（荷待ち・荷役合算で把握している場合は２時間以上）が恒常的に発生している場合

是正指導指針Ｐ４
Ⅱ-1.(2)①イ(ⅱ)(c)
トラックドライバーが集荷場所等に、指示された到着時刻等よりも後に到着した場合

・当該到着時刻（到着後速やかに受付等を行う場合はその時刻）から荷役等の開始時刻まで
４ 例えば、トラックドライバーが集荷場所等に到着した後、速やかに受付等を行わずに業務上の指示等により休憩する時間など、業務から完全に離れることができる時間は、
「荷主の都合」に含まれない。また、トラックドライバーの到着の遅れに起因して荷役等の順番が後ろ倒しとなり生じた追加的な荷待ち時間、天候や交通事情等の荷主の責任に
よらず生じた荷待ちについても、「荷主の都合」に含まれない。
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タクシーバストラック
2.45万人（総計）・受入れ見込数

①運行業務
②接遇業務

①運行業務
②荷役業務・主な業務内容

①第二種運転免許（※１）
②特定技能評価試験
（タクシー）（※２）

①第二種運転免許（※１）
②特定技能評価試験
（バス）（※２）

①第一種運転免許（※１）
②特定技能評価試験（トラック）（※２）

・技能水準
※１ 日本国内で運転免許を取得するための手続き等に要する期間については、在留資格「特定活動」（バス運転手及
びタクシー運転手については1年・更新不可、トラック運転手については6ヵ月・更新不可）で在留を認める。

※２ 特定技能評価試験は各業界団体及び実施者である（一財）日本海事協会において実施。

日本語能力試験N３日本語能力試験N３・日本語能力試験N４ または
・日本語基礎テスト 合格・日本語能力

・「働きやすい職場認証制
度」の認証取得 等

・「働きやすい職場認証制
度」の認証取得 等

・「働きやすい職場認証制度」 または
「Gマーク制度」の認証取得 等

・受入れ事業者の要
件

○ 生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況であり、人手不
足への対応が喫緊の課題となっている自動車運送業分野（バス、タクシー及びトラック運転手）について、特定技
能制度の対象分野への追加を閣議決定（令和６年３月29日）。
○ 特定技能外国人の受入れに向けて、令和６年12月より特定技能評価試験を開始し、令和７年6月末時点
の速報値で10名が在留資格を取得。

特定技能制度における自動車運送業分野の制度概要
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採
用
・
入
国

乗
務
開
始

特定技能
評価試験
・

日本語
試験

合格

日本語研修等

外免切替

運転免許を要しない
付随業務に従事可能

特
定
技
能
1
号
の
在
留
資
格
取
得

「特定活動」としての在留
（最大６か月）

初任ドライ
バー研修

※日本人ドラ
イバーと同様

「特定技能1号」としての在留
（最大5年）

①原則、申請に必要な
書類の準備は入国前に
終わらせる

②入国後のみ入手可
能な書類を準備
チェックリストを用いて
漏れがないか確認

③技能確認に
向けた事前訓
練の実施

トラック運転手としての乗務開始までのプロセス
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導入コストの目安 （公益社団法人全日本トラック協会：「自動車運送業分野 トラック区分における特定技能外国人受け入れの手引き」より）

山形県内での事例

〇県内の運送事業者３社が、特定技能制度を活用してモンゴル国籍の５名を採用。県内で初めての事例。
【令和７年１２月１７日付山形新聞より】

・仙台市の外国人材雇用コンサルティング会社が仲介。
・１人は既に日本の運転免許を保持。他の４人は教習所に通い試験を受けるか、外免切替により免許取得を目指す。

トラック事業における特定技能外国人の受け入れについて
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トラック・物流Ｇメンについて

22
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トラック・物流Gメンが、Ｇメン調査員とともに荷主・元請事業者への監視・指導を強化

23

「是正指導」

①ヒアリング（訪問・電話）
違反原因行為の疑いのある荷主情報の積極的収集

②荷主等パトロール (現場の状況確認、周知・指導)
違反原因行為をしている疑いのある荷主等の支店、荷捌き場周
辺など

③フォローアップ調査 (パトロール時に実施)
・情報提供元への事実確認・深堀り

・「働きかけ」、「要請」実施済荷主の再度の違反原因行為の
疑い等確認

「プッシュ型情報収集」

トラック・物流Ｇメン
(本省・地方運輸局・支局)

Ｇメン調査員
(各都道県トラック協会)

全国総勢360名規模
トラック・物流Ｇメンの設置による荷主等への監視体制の緊急強化

トラック事業者
・

倉庫事業者

トラック事業者
・

倉庫事業者

荷主
・

元請トラック事業者

荷主
・

元請トラック事業者

① 働きかけ（文書送付）
違反原因行為の疑いのあると認められる場合

② 要請（文書交付＋ヒアリング）
荷主が違反原因行為をしていることを疑う相当な理由がある場合

③ 勧告・公表（文書交付＋ヒアリング＋公表）
要請してもなお改善されない場合

トラック・物流Ｇメンについて



東北運輸局トラック・物流Ｇメンの最近の動き

■Gメンアシスタント事務局の設置（2025.9）
「トラック・物流Gメン」の活動をより効果的に実施するため、 Gメンア
シスタント事務局を設置。
Gメン活動で得た情報から、違反が発生する可能性が高い傾向等
を把握し、効果的な是正指導に繋げるための調査・分析を行う。
セミナー開催、メディア配信、改善事例集の配布を通して、荷主等
の行動変容を図る。

■集中監視月間の実施（2025.10～11）
首都圏での合同荷主パトロールの実施（山形運輸支局からも参加）

■公正取引委員会との連携強化
本年５月に公布された取適法を契機として、荷主・元請事業者等に
対する一層の価格転嫁・取引適正化の推進のため、取適法等の施
行を見据えた公正取引員会や中小企業庁との連携を強化。

■ドライバーへの周知活動、荷主訪問の実施

■働きかけ等の累計実施件数と主な違反原因行為（R7.11.30現在、全国）
働きかけ等の累計実施件数（R1.7～R7.8）

24

街頭でのドライバー向け
情報提供の呼びかけ

荷主訪問による周知活動
☞山形県トラック協会Gメン調査員
とも連携



東北運輸局
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【参考】 違反原因行為に係る実態調査結果（概要）
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令和７年８～９月にかけて、全トラック事業者を対象にした調査結果は以下のとおり。

〇調査対象事業者数：約６万社

〇回答数：21,048件 （R6:24,159件） ※同一事業者からの複数回答を含む。

うち、「違反原因行為があった」と回答した件数：2,007件 （R6：3,308件）

〇昨年度調査に比べて、すべての違反原因行為において件数が減少傾向ではあるが、依然として食品・食料品の

占める割合は多い。



東北運輸局
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【参考】 違反原因行為に係る実態調査結果（主な傾向）
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